
        第２回岩倉市水道料金等審議会の質問（意見）及び回答

        別添④

下水道使用料改定予定

使用料単価 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

１００円
改定 改定 改定 改定

（100円） （111円） （128円） （150円）

１２０円
改定 改定

（120円） （150円）

１５０円
改定

（150円） （ ）内は使用料単価

基準外繰入金（収益的収入）　        （単位：千円）

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度 令和18年度 令和19年度
基準外繰入金

合計額

現行 194,321 195,741 197,290 197,127 196,099 197,090 198,056 199,557 201,069 202,593 204,128 205,675 207,234 2,595,982

１００円 145,897 146,652 147,722 148,891 117,040 117,940 118,834 119,734 68,054 68,570 69,090 69,613 0 1,338,039

１２０円 87,538 87,991 88,633 89,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353,498

１５０円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

使用料単価が150円になると基準外繰入金（収益的収入）が0円になります。


